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企業が掛け金を出し、加入者である従業員が金融商品を選んで運用する企業型確定拠出年

金制度。平成２６年 10 月から掛け金が引き上げられ、従業員が自分で掛け金を上乗せする

「マッチング拠出」の上限も上がりました。税制上の優遇措置があるほか、うまく運用すれ

ば将来受け取る年金の拡充につながる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 確定拠出年金企業型マッチングとは・・・ 

会社が拠出する掛金に加え、自身も、一定の範囲内で掛け金を上乗せできる制度です。 

                                            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａは確定拠出年金企業型として、毎

月給与の上乗せとして２万円の拠出

を受けた場合。年収５００万円の上

乗せとして年間２４万円を加算し

て、社会保険料負担・税金負担を計

算します。 

Ｂは年収として年間２４万円を受け

取った場合。ただし、老後の準備は

しなくてはいけないので、Ａと同額

年間２４万円を手取りの中から貯金

した場合を試算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確定拠出年金企業型の得な訳】 

① 確定拠出年金の掛金として企業からお金を受け取ると、そのお金は給与とは別のお金になる

ため、社会保険料を支払わなくても良いお金となります。 

Ａ(確定拠出年金の掛金として月２万円受け取る)の方が社会保険料の負担減分 49,320 円

分お得になります。 

※ 企業にとっても大きなメリットです。 

② 確定拠出年金の掛金には所得税・住民税がかかりません。 

Ａの方が税金の負担減分 28,536 円分お得になります。 

③ 年収としてお金を受け取ると、税金もその分負担が増えるし、社会保険料も負担が増えます。 

手取の中から年間 24 万円の積立をしようと思うと、貯蓄後に自分のお金として手元に残る

お金が減ってしまいます。 

※ 同じ年間 24 万円の将来の積立をしながら、Ａの確定拠出年金の掛金として受け取る方

が、手元のお金 77,856 円も多く残ります。    

 

 

 

事業主は、労使合意に基づき「企業型年金規約」を作成

し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。承認

後、事業主は従業員の方などに対し、「企業型年金規約」

の内容を周知する必要があります。       

                                複数の企業が共同して制度

を実施することも可能です。 

                              こ の 場 合 、 企 業 ご と に      

労使合意が必要になります。 


